
横浜市からのお知らせ

靡
懸璽顆釉働回収 :こ ご協力くださ撼ふ
30cmX15cmの投入口に入る、長さ 30cm
未満の電気 0電池で動作する製品が対象です。

こうした製品を

リサイクルすることで

様々な金属類が

回収できます !
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※この他にも、電気。電池で動作するものは入れることができます。
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・ 個人情報が含まれる製品は、個人情報を消去してからボックスヘ入れて<ださい。
・ 電池類や電球・ 蛍光灯は抜き取つて出してください。      

・

・ ボックスに完全に入らないものは出せません。
・ 一度投入した製品は返却できません。

へら星人 ミ‐オ
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